
 

 

計画の策定と協議会の進め方（案）               

・ 今回提示する計画（素案）について、本協議会で議論した後、市議会への報告を経て

市民等に広く意見を募るパブリック・コメントを実施 

・ パブリック・コメントの結果等を踏まえ、2021（令和 3）年度中に計画を策定し、

計画を実行する（計画期間：2021～2030年） 

・ 協議会は、計画策定後も年１～２回程度開催し、進捗管理指標に基づく計画の評価・

分析（PDCA）や、専門部会における検討内容について協議する予定 

・ 協議会では、維持可能な公共交通ネットワークの実現に向けて、地域公共交通利便増

進事業等の検討を継続して進め、必要に応じて実施計画の策定を行う予定 

・ また、コロナ禍による公共交通への影響が危惧されることから、持続的な交通ネット

ワークの維持およびサービスの確保に向けた議論を行う予定 

 

 
 

表 計画策定スケジュール（案） 
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地域公共交通計画の策定等について 
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